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１【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】 

 平成17年11月30日に提出いたしました第29期（自 平成16年９月１日 至 平成17年８月31日）の有価証券報告書の記載内容に

一部訂正すべき事項及び説明不足な点がありましたので、これを訂正するために有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであ

ります。 

  

２【訂正事項】 

第一部 企業情報 

第４ 提出会社の状況 

６ コーポレート・ガバナンスの状況 

  

３【訂正箇所】 

 訂正箇所は   を付して表示しております。 

  

 



第一部【企業情報】 

  

第４【提出会社の状況】 

  

６【コーポレート・ガバナンスの状況】 

(2）コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況 

  （訂正前） 

①会社の経営上の意思決定、執行及び監督にかかる経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 

 当社の取締役会は、取締役４名で構成され、毎月１回に加え必要に応じて随時開催し、商法で定められた事項及び重要事項

の決定、業務執行状況の報告を行っております。また、今後の当社の規模の拡大、業務の複雑化の高まりに応じ、平成16年11

月25日付で執行役員制度を導入し、業務執行の迅速化と責任の明確化を計っております。 

 当社は監査役制度を採用しており、監査役は３名で、うち１名は社外監査役であります。監査役は、取締役会をはじめとし

て、重要な会議に出席し、必要に応じて意見を述べ、取締役の業務遂行を十分監視できる体制となっております。 

 コンプライアンスの面では、内部監査担当者が経営企画室に配置されており、毎期社長に承認された内部監査計画に基づ

き、内部監査を実施し、当社及び子会社の法令遵守状況をモニターしております。また、又、監査役と経営企画室は連携を密

にすることで、内部牽制機能の向上を図っております。また、コンプライアンス上の観点から、監査法人、顧問弁護士および

社外取締役と積極的に意見交換を行っております。 

 また、経営の透明性を高めるため、ディスクロージャーを適時適切に行うことが重要であると考え、積極的に実施していま

す。経営企画室に専任の担当者を設置し、法令等に基づく開示や、機関投資家やアナリストとの個別ミーティングの実施、個

人向け会社説明会、ウェブを活用したＩＲ情報の積極的な配信等により、当社の現状のみならず、今後の事業戦略についても

迅速かつ正確なディスクロージャーの充実に努めております。 

 会計監査人につきましては、中央青山監査法人と監査契約を締結しており、定期的な監査を受けているほか、会計上の課題

に関しては個別に相談及び指導を受け、会計の透明性・正確性の確保に努めております。 

  

  （訂正後） 

①会社の経営上の意思決定、執行及び監督にかかる経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 

 当社の取締役会は、取締役４名で構成され、毎月１回に加え必要に応じて随時開催し、商法で定められた事項及び重要事項

の決定、業務執行状況の報告を行っております。また、今後の当社の規模の拡大、業務の複雑化の高まりに応じ、平成16年11

月25日付で執行役員制度を導入し、業務執行の迅速化と責任の明確化を計っております。 

 当社は監査役制度を採用しており、監査役は３名で、うち１名は社外監査役であります。監査役は、取締役会をはじめとし

て、重要な会議に出席し、必要に応じて意見を述べ、取締役の業務遂行を十分監視できる体制となっております。 

 内部監査は、経営企画室に内部監査担当者２名を配置し、毎期社長に承認された内部監査計画に基づき、内部監査を実施

し、当社及び子会社の業務執行状況及び法令遵守状況をモニターしております。 

 また、監査役と経営企画室は連携を密にすることで、内部牽制機能の向上を図っております。内部監査、監査役監査の結果

については、会計監査人と積極的に意見交換を行うことにより、有効性向上に努めております。 

 また、経営の透明性を高めるため、ディスクロージャーを適時適切に行うことが重要であると考え、積極的に実施していま

す。経営企画室に専任の担当者を設置し、法令等に基づく開示や、機関投資家やアナリストとの個別ミーティングの実施、個

人向け会社説明会、ウェブを活用したＩＲ情報の積極的な配信等により、当社の現状のみならず、今後の事業戦略についても

迅速かつ正確なディスクロージャーの充実に努めております。 

 会計監査人につきましては、中央青山監査法人と監査契約を締結しており、定期的な監査を受けているほか、会計上の課題

に関しては個別に相談及び指導を受け、会計の透明性・正確性の確保に努めております。なお、当社の監査業務を執行した業

務執行社員および監査業務に係る補助者の構成は以下のとおりであります。 

指定社員・業務執行社員  公認会計士 水野訓康 

指定社員・業務執行社員  公認会計士 深井和巳 

監査業務に係る補助者の構成 公認会計士１名、会計士補３名、その他２名 
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